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第１章 総  則 
第１条（約款の適用） 
  当社は、国際電気通信連合憲章（平成７年条約第２号）、国際電気通信連合条約（平成７年条約第３号）、

電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号。以下「事業法」といいます。）に基づき、このケーブルフ

ォン契約約款（料金表を含め、以下「約款」といいます。）及び当社が別に定めるところにより、

電話サービスを提供します。  

２ 前項のほか、当社は、電話サービスに附帯するサービス（以下「附帯サービス」といいます。）を、

この約款により提供します。  

第２条（約款の変更） 
  当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の

約款によります。 

２ 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 

第３条（用語の定義） 

この約款で使用する用語の意味は、つぎのとおりとします。  

用    語 用  語  の  意  味 

１ 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 

２ 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備

を他人の通信の用に供すること。 

３ 通話 おおむね３．１ＫＨｚの帯域の音声その他の音響を電気通信回線を通じて

送り、又は受ける通信 

４ ＩＰ電話網 主として通話の用に供することを目的としてインターネットプロトコルに

より、伝送交換を行うための電気通信回線設備（送信の場所と受信の場所

との間接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並び

にこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。） 

５ 電話サービス ＩＰ電話網を使用して行う電気通信サービス 

６ 特別事業者 当社および特定事業者の一部にケーブルフォンを提供する電気通信事業

者。具体的にはアットネットホーム株式会社を指す。 

７ 電話サービス取扱局  （１）電気通信設備を設置し、それにより電話サービスを提供する当社の

事業所 

（２）電話サービスの契約事務を行う当社の事務所 

８ 電話サービス取扱所 電話サービスの契約事務を行う当社の事務所 

９ ケーブルフォン契約 当社からケーブルフォンの提供を受けるための契約 

１０ ケーブルフォン契約者 当社とケーブルフォン契約を締結している者 

１１  契約者回線 ケーブルフォン契約に基づいて電話サービス取扱局と契約の申込者が指定

する場所との間に設置される電気通信回線 

１２  契約者回線等 （１）契約者回線及び当社が必要により設置する電気通信設備  

（２）相互接続点 

１３  端末設備 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、１の部分の設置の

場所が他の部分の設置の場所と同一の構内（これに準ずる区域内を含みま

す。）又は同一の建物内であるもの 

１４  端末機器 端末機器の技術基準適合認定に関する規則（昭和６０年郵政省令第２９号）

第３条で定める種類の端末設備の機器 

１５ 自営端末設備 契約者が設置する端末設備 

１６ 自営電気通信設備 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信

設備であって、端末設備以外のもの 

１７  新聞社 つぎの基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社  

（１）政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は議論すること

を目的としてあまねく発売されること。  

（２）発行部数が１の題号について、８，０００部以上であること。 

１８  放送事業者 電波法（昭和２５年法律第１３１号）の規定により放送局の免許を受けた

者。 

１９  通信社 新聞社又は放送事業者にニュース（１７欄の基準のすべてを備えた日刊新
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聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース若しくは情報

（広告を除く）をいいます。）を供給することを主な目的とする通信社 

２０  相互接続点 当社もしくは特別事業者と、当社以外の電気通信事業者（事業法第９条の

登録を受けた者又は事業法第１６条第１項の届出をした者をいいます。以

下同じとします。）との間の相互接続協定（事業法第３３条第９項若しくは

第１０項又は第３４条第４項の規定に基づき当社が当社以外の電気通信事

業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。以下同

じとします。）に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点 

２１  協定事業者 当社もしくは特別事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者 

２２  消費税相当額 消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び同法に関する法令の規定に基

づき課税される消費税の額ならびに地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 

２３  ユニバーサルサービス

料 

事業法に定める基礎的電気通信役務の提供確保のための負担金にあてるた

めに、基礎的電気通信役務に係る交付金及び負担金算定等規則（平成１４

年６月１９日総務省令第６４号）により算出された額に基づいて、当社が

契約者に請求する料金 

第４条（通話以外の通信の取り扱い） 

電話サービスを利用して行う通話以外の通信は、これを通話とみなして取り扱います。  

 

第２章 電話サービスの種類 
第５条（電話サービスの種類） 

  当社が提供する電話サービスには、次の種類があります。  

電話サービスの種類 電 話 サ ー ビ ス の 内 容 

ケーブルフォン 当社が、電話サービス取扱局と契約の申込者が指定する場所との間に電気

通信回線を設置して提供する電話サービス 

 

第３章 電話サービスの提供区域 
第６条（電話サービスの提供区域） 

  当社の電話サービスは、別に定める電話サービス提供区域において提供します。  

 

第４章 契  約 
第１節 ケーブルフォンに係る契約 
第７条（契約の単位） 

  当社は、契約者回線１回線ごとに１のケーブルフォン契約を締結します。 この場合、ケーブルフ

ォン契約者は、１のケーブルフォン契約につき１人に限ります。  

第８条（契約者回線の終端） 

  当社は、ケーブルフォン契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、当社の線路から原則

として最短距離の地点に、保安器又は配線盤等を設置し契約者回線の終端とします。  

２  当社は、前項の地点を定めるときは、ケーブルフォン契約者と協議します。  

第９条（ケーブルフォン契約の申込の方法） 

  ケーブルフォン契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書を電話サービス取扱所に提出し

ていただきます。この場合当社所定の工事費をお支払いいただきます。  

第１０条（ケーブルフォン契約申込の承諾）  

  当社は、ケーブルフォン契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。  

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、ケーブルフォン契約の申込みを承諾しないこと

があります。  

（１）契約者回線を設置すること若しくは保守すること又はケーブルフォンを提供することが技術

上著しく困難なとき。 

（２）ケーブルフォン契約の申込みをした者が、ケーブルフォンの料金その他の債務（この約款に

規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。）の支払を現に怠り、又は

怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。 

（３）料金等のお支払い方法について、ケーブルフォン契約の申込みをした者が当社の定める方法

に従っていただけない場合  
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（４）ケーブルフォン契約の申込みをした者が、この約款に違反する恐れがあると認められる場合  

（５）ケーブルフォン契約の申込みをした者が記載した契約申込書に虚偽、不備（名義、捺印、識

別のための番号及び符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます。）がある場合  

（６）ケーブルフォン契約の申込みをした者が、未成年者、成年被後見人で、それぞれ法定代理人、

後見人の同意が得られない場合 

（７）ケーブルフォン契約の申込みをした者が、ケーブルフォン若しくは当社が提供する他のサー

ビスの利用停止をされている又は当社が行う契約の解除を受けたことがあるとき。  

（８）その他当社の業務の遂行上支障があるとき。  

第１１条（電話番号） 

  ケーブルフォンの電話番号は、１の契約者回線ごとに当社が定めます。  

２  当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、電話番号を変更することがあり

ます。  

３  前項の規定により電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことをケーブルフォン契約者にお

知らせします。  

第１２条（請求による電話番号の変更） 

  ケーブルフォン契約者は、迷惑電話（いたずら、いやがらせやその他これに類する通話であって、

現にその通話の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。）又は間違い電話（現に使用してい

る電話番号に対して、反復継続して誤って接続される通話をいいます。）を防止するために、電話

番号の変更を希望するときは、電話サービス取扱所に対し、当社指定の書面によりその請求をして

いただきます。  

２  前項の請求があったときは、当社は第１０条（ケーブルフォン契約の申込の承諾）の規定に準じて

取り扱います。 

本条に基づく電話番号の変更は有料とし、当社所定の電話番号変更料金をお支払いいただきます。  

第１３条（ケーブルフォン利用権の譲渡の禁止） 

  ケーブルフォン契約者がケーブルフォン契約に基づいて電話の提供を受ける権利は、譲渡すること

ができません。  

第１４条（債権譲渡） 

  ケーブルフォン契約者は、当社が第三者に、当社が有するケーブルフォン契約者の料金その他の債

務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。  

第１５条（契約者回線の利用の一時中断） 

  当社は、ケーブルフォン契約者から請求があったときは、その契約者回線の利用の一時中断（その

契約者回線及び電話番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいま

す。）を行います。 

  この場合、当社所定の番号維持管理料金をお支払いいただきます。  

２ ケーブルフォン契約者は、利用の一時中断を希望する場合、当社所定の方法により申し込むものと

します。また、その期間を変更する場合も同様とします。  

第１６条（ケーブルフォン契約者が行うケーブルフォン契約の解除） 

  ケーブルフォン契約者は、ケーブルフォン契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ

電話サービス取扱所に書面により通知していただきます。  

第１７条（当社が行うケーブルフォン契約の解除） 

当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。  

（１）第２４条（利用停止）の規定によりケーブルフォンの利用の全部又は一部を停止されたケー

ブルフォン契約者が、なおその事実を解消しないとき。  

（２）ケーブルフォン契約者が第２４条（利用停止）各号の規定のいずれかに該当する場合に、そ

の事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前号の規定にか

かわらず、電話の利用停止をしないでそのケーブルフォン契約を解除することがあります。  

（３） 電気通信回線の地中化等、当社又はケーブルフォン契約者の責に帰すべからざる事由によ

り当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でケーブルフォンの継

続ができないとき。  

（４） 当社が、ケーブルフォン契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申

立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったとき。  

２  当社は、前項の規定によりそのケーブルフォン契約を解除しようとするときは、あらかじめケーブ

ルフォン契約者にそのことをお知らせします。  

３ 当社は、第１項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の
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資産等を撤去いたします。 

  ただし、撤去に伴い、ケーブルフォン契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等

の復旧を要する場合、ケーブルフォン契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。  

  また、契約者は、当社が宅内に当社機器を設置した場合、直ちに当社機器を当社に返却するものと

します。なお、当社に返却がない場合は、当社は、料金表に定める機器損害金を請求します。  

 

第５章 端末設備の提供等 
第１８条（端末設備の提供） 

当社は、その契約者回線について端末設備を提供します。  

ただし、地域事情、建物状況により、端末設備を提供しない場合があります。 

第１９条（端末設備の移転） 

当社は、契約者から請求があったときには、正当な理由に限り、当社が提供する端末設備の移転を

行います。  

第２０条（端末設備の撤去） 

当社は、契約者から契約者回線の利用の一時中断及び契約の解除の請求があったときは、当社が提

供する端末設備の撤去を行うことができます。  

  

第６章 付加機能 
第２１条（付加機能の提供） 

当社は、契約者から請求があった時は、次の場合を除いてその契約者回線について別に定めるとこ

ろにより付加機能を提供します。  

（１）付加機能の提供を請求した契約者が電話サービスに係る料金又は工事に関する費用の支払い

を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。  

（２）付加機能の提供を請求した契約者が第２４条（利用停止）の規定により電話サービスの利用

停止をされている、又は当社が行う契約の解除を受けたことがあるとき。  

（３）付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能の利用の停止をされている、又はその付加機

能の廃止を受けたことがあるとき。  

（４）付加機能の提供を請求した契約者が、虚偽の内容を含む請求を行ったとき。  

（５）付加機能の提供が技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務

の遂行上支障があるとき。  

２ 当社は、料金表に特段の定めがあるときは、その付加機能の利用の停止又は廃止を行うことがあり

ます。  

第２２条（付加機能の利用の一時中断） 

当社は、契約者から請求があった時は、その付加機能の利用の一時中断（その付加機能を一時的に

利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。）を行います。  

  

第７章 利用中止及び利用停止 
第２３条（利用中止） 

当社は、次の場合には、電話サービスの利用の全部又は一部を中止することがあります｡  

（１）当社の業務上若しくは電気通信設備の保守、工事上又は電話サービスの品質確保のためやむ

を得ないとき。  

（２）特定の契約者回線等から、多数の不完了呼（相手先の応答前に発信を取り止めることをいい

ます。以下同じとします。）を発生させたことにより、現に通信がふくそうし、又はふくそう

するおそれがあると当社が認めたとき。  

（３）第２７条（通話利用の制限）の規定により、通話利用を中止するとき。  

２ 当社は、前項の規定により電話サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に

お知らせします。  

ただし、業務上やむを得ない場合は、この限りではありません。  

３ 第１項に規定する場合のほか、電話サービスに関する利用について料金表に別段の定めがあるとき

は、当社は、その電話サービスの利用を中止することがあります。  

第２４条（利用停止） 

当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、６ヶ月以内で当社が定める期間（その電話サー

ビスに係る料金その他の債務（この約款の規定により、支払いを要することとなった電話サービス



 9 

に係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同

じとします。）を支払わないときは､その料金その他の債務が支払われるまでの間）、その電話サー

ビスの利用の全部又は一部を停止することがあります｡  

（１）料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき（支払期日を経過し

た後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当

社がその支払の事実を確認できないときを含みます。）。  

（２）契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したと

き。  

（３）第５３条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反したとき。  

（４）契約者回線を電話サービスの利用以外の用途に使用したと当社が認めたとき。  

（５）契約者回線に、自営端末設備、自営電気通信設備、又は当社以外の電気通信事業者が設置す

る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。  

（６）自営端末設備に異常がある場合等の検査若しくは自営電気通信設備に異常がある場合等の検

査について当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果技術基準等に適合し

ていると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさ

なかったとき。  

（７）前各号のほか、この約款に違反する行為、電話サービスに関する当社の業務の遂行若しくは

当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったと

き。  

（８） 料金その他の債務について、支払を怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。  

２ 当社は、前項の規定により、電話サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停

止をする日及び期間を契約者に通知します。  

 

第８章 通話 
第１節 通話の種類等 
第２５条（通話の種類） 

通話には次の種類があります。  

種  類 内   容 

１  一般通話 ２以外の通話 

２  相互接続通話 相互接続点を経由する通話 

第２６条（相互接続通話） 

  相互接続通話は、相互接続協定に基づき、当社および特別事業者が定めた通話に限り行うことがで

きるものとします。  

２ 相互接続通話を行うことができる地域（以下「接続対象地域」といいます。）は、当社が相互接続

協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。  

第２節 通話利用の制限 
第２７条（通話利用の制限） 

当社はもしくは特別事業者は、通話が著しくふくそうし、通話の全部を接続することができなくな

ったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防

若しくは 救援、交通、通信若しくは電力等の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内

容とする通話、及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通話を優先的に取り扱うため、

次に掲げる機関に設置されている契約者回線（当社がそれらの機関との協議により定めたものに限

ります。）以外のものによる通話の利用を中止する措置（特定の地域の契約者回線等への通話を中

止する措置を含みます。）をとることがあります。  

機 関 名 

気象機関  

水防機関  

消防機関  

災害救助機関  

警察機関  

防衛機関  

輸送の確保に直接関係がある機関  

通信の確保に直接関係がある機関  
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電力の供給の確保に直接関係がある機関  

ガスの供給の確保に直接関係がある機関  

水道の供給の確保に直接関係がある機関  

選挙管理機関  

新聞社、放送事業者及び通信社の機関  

預貯金業務を行う金融機関  

国又は地方公共団体の機関 

２ 通話が著しくふくそうしたときは、通話が相手先に着信しないことがあります。  

３ 前２項に規定するほか、契約者は、当社、特別事業者、協定事業者の契約約款等に定めるところに

より、その契約に係る契約者回線等を使用することができない場合においては、その電話サービス

を利用できないことがあります。  

第２８条（通話時間等の制限） 

  前条の規定による場合のほか、当社は、通話が著しくふくそうするときは、通話時間又は特定の地

域の契約者回線等への通話の利用を制限することがあります。  

第３節 発信者電話番号通知 
第２９条（発信者電話番号通知） 

契約者回線から契約者回線等への通話については、その契約者回線の電話番号を着信先の契約者回

線等へ通知します。  

ただし、次の通話については、この限りではありません。  

（１）通話の発信に先立ち、｢１８４｣をダイヤルして行う通話  

（２）発信電話番号を非通知としている契約者回線から行う通話  

（通話の発信に先立ち、｢１８６｣をダイヤルして行う通話を除きます。）  

（３）その他当社が別に定める通話  

２ 当社は、前項にかかわらず、電話サービスの契約者回線から、電気通信番号規則（平成９年郵政省

令第８２号）第１１条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通話を行う場合は、

その契約者の契約者回線番号、氏名又は名称及び契約者回線に係る終端の場所を、特別事業者が提

供する緊急通報用電話を介して、その着信先の機関へ原則通知します。  

  ただし、通話の発信に先立ち「１８４」をダイヤルして行う通話については、この限りでありませ

ん。  

  （注）契約者は、本条の規定等により通知を受けた契約者回線の電話番号等の利用に当たっては、

総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドラ

イン」を尊重していただきます。  

３ 当社は、電話番号を着信先の契約者回線等へ通知する又は通知しないことに伴い発生する損害につ

いては、第４５条（責任の制限）の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。  

第４節 通話の品質 
第３０条（通話の品質） 

通話の品質については、その電話サービスの利用形態等により変動する場合があります。  

  

第９章 料金など 
第１節 料金及び工事に関する費用 
第３１条（料金の適用） 

当社が提供する電話サービスの料金は、基本料金等（基本料及び付加機能使用料およびユニバーサ

ル料をいいます。以下同じとします。）、通話に関する料金、電話番号変更料金、電話番号維持管理

料金、電話番号案内料金、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、この約款及び別に定め

るところによります。  

２ 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。  

第２節 料金等の支払義務 
第３２条（基本料金等の支払義務） 

契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線、又は付加機能の提供を開始した日の翌日から起

算して契約の解除又は付加機能の廃止があった日までの期間（提供を開始した日と解除又は廃止が

あった日が同一の日である場合は、一日間とします。）について、この約款及び別に定めるところ

により、基本料金等をお支払いただきます。  

２ 前項の期間において、利用の一時中断等により電話サービスを利用することができない状態が生じ
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たとき の基本料金等の支払いは、次によります。  

（１）利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本料金等（ユニバーサルサービス

料は除く）の支払いを要しません。  

   ただし、第３３条（通話料金の支払義務）の規定による通話料金の支払いを要します。  

（２）利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本料金等の支払いを要します。  

（３）前２号の規定によるほか、契約者は、次の場合をのぞき、電話サービスを利用できなかった

期間中の基本料金等の支払いを要します。 

区  別 支払いを要しない料金 

契約者の責めによらない理由により、その電話サ

ービスを全く利用できない状態（その契約に係る

電気通信設備による全ての通話に著しい支障が生

じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる

場合を含みます。）が生じた場合に、そのことを当

社が知った時刻または契約者の施設に立入る必要

がある場合は立入り可能となった時刻から起算し

て、２４時間以上その状態が連続したとき。 

そのことを当社が知った時刻又は契約者の施設に

立入る必要がある場合は立入り可能となった時刻

以降の利用できなかった時間（２４時間の倍数で

ある部分に限ります。）について、２４時間ごとに

日数を計算し、その日数に対応するその電話サー

ビスについての料金 

３ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。  

第３３条（通話料金の支払義務） 

契約者は、その契約者回線から行った通話（その契約者回線の契約者以外の者が行った通話を含み

ます。以下同じとします。）についてこの約款及び別に定めるところにより、通話に関する料金の

支払いを要します。  

２ 相互接続通話の料金の支払い義務については、前項の規定にかかわらず、第５節（相互接続通話の

料金の取り扱い等）に規定するところによります。  

３ 契約者（相互接続通話の利用者を含みます。以下この条において同じとします。）は、通話料金に

ついて、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、次の方法により算

定した料金の額をお支払いただきます。算定できなかった期間の日数を乗じて得た額の料金額の支

払を要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌す

るものとします。  

（１）過去１年間の実績を把握することができる場合、機器の故障等により正しく算定することが

できなかった日の初日（初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断し

て機器の故障等があったと認められる日）の属する月の前１２ケ月の各月における１契約者

回線あたりの１日平均の通話料金が最低なる値に、算定できなかった期間の日数と正しく算

定できなかった契約者回線数を乗じて得た額。  

（２）（１）以外の場合、把握可能な実績に基づき前号に準じて算出した額。  

第３４条（電話番号変更及び維持管理料金の支払義務） 

契約者は、第１２条（請求による電話番号の変更）による電話番号の変更請求及び第１５条（契約

者回線の利用の一時中断）による契約者回線の利用の一時中断をした時は、料金表に定める手数料

の支払いを要します。  

第３５条（工事費の支払い義務） 

契約の申込み又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、当社が別に定める

工事費の支払いを要します｡   

ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し（以下この条において「解除

等」といいます。）があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払わ

れているときは、当社は、その工事費を返還します。  

２  工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関

して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担してい

ただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算

した額とします｡  

第３節 料金の計算及び支払い 
第３６条（基本料金等の計算方法） 

当社は、基本料金等のうち月額で定める料金（以下この条において「月額料金」）を暦月に従って

計算します。  

２ 契約者は次の場合において料金表に規定する基本料金等の支払いを要します。  
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（１）当社がケーブルフォンの提供を開始した日が属する月の翌月分、又は付加機能、端末設備の

提供を開始した日が属する月の翌月分からの月額料金。 

（２）契約の解除又は付加機能若しくは端末設備の廃止があった日の属する月の月額料金。  

（３）契約者回線、付加機能又は端末設備の提供を開始した同月にその契約の解除又は付加機能も

しくは端末設備の廃止があった月の月額料金。  

（４）契約の種別の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少

のあった日が属する月の翌月分から適用します。  

第３７条（通話に関する料金の計算方法等） 

当社は、通話に関する料金を暦月に従って計算します。  

２ 通話料金の算定は、料金表によります。  

３ 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、通話料金算定の起算日を変更することがありま

す。  

４ 当社は、通話料金については通話の種類にかかわらずそのすべての料金を合計した額により、支払

いを請求します。  

第４節 割増金及び延滞利息 
第３８条（割増金） 

契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その

免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）の２倍に相当する額に消費税相当額を加算し

た額を割増金として、当社が別に定める方法によりお支払いただきます。  

第３９条（延滞処理） 

契約者は、料金その他の債務について、当月の支払期日にお支払がない場合で、翌月分をあわせて

お支払いただくこととした翌月の支払期日を経過してもなお支払がない場合（当社が支払を確認で

きない場合も含みます。）には、別に定める延滞手数料を加算して当社にお支払いただきます。  

２ 前項の延滞処理にもかかわらず、契約者は、料金その他の債務（延滞手数料は除きます。）につい

て、支払期日を経過してもなお支払がない場合には、当社が定める期日から支払の日の前日までの

日数について、年１４．５％の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社にお支払いただきま

す。  

第４０条（端数処理） 

当社は、料金その他（消費税を含みます。）の計算において、その計算結果の合計額に１円未満の

端数が生じた場合は、その端数を切捨てします。  

第５節 相互接続通話の料金の取り扱い等 

第４１条（相互接続通話の料金の取り扱い） 

契約者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接

続通話に関する料金の支払いを要します。  

２ 前項の場合において、相互接続通話に係る料金の設定又はその請求については、当社、特別事業者、

協定事業者のいずれかが行うものとし、接続形態別の具体的な取り扱いについては、相互接続協定

に基づき当社が別に定めるところによります。  

３ 相互接続協定に基づき協定事業者が相互接続通話の料金を定める場合であって、その協定事業者が、

その契約約款等に定めるところに従ってその通話に係る債権を他の協定事業者に譲渡するときは、

当社および特別事業者は、その譲渡を承諾します。  

  

第１０章 保守 
第４２条（契約者の維持責任） 

契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきま

す。  

第４３条（契約者の切分責任）  

契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、契約

者回線その他当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は

自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。  

２ 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は電話サービス取扱所において当社が

別に定める方法により試験をおこない、その結果を契約者にお知らせします。  

３ 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契

約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備に
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あったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する

費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。  

第４４条（修理又は復旧の順位） 

当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復

旧することができないときは、第２７条（通話利用の制限）の規定により優先的に取り扱われる通

話を確保するため、つぎの順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合に

おいて、第１順位及び第２順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議

により定めたものに限ります。  

順位 修理又は復旧する電気通信設備 

１ 気象機関に設置されるもの  

水防機関に設置されるもの  

消防機関に設置されるもの  

災害救助機関に設置されるもの  

警察機関に設置されるもの  

防衛機関に設置されるもの  

輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの  

通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの  

電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの  

２ ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの  

水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの  

選挙管理機関に設置されるもの  

新聞社、放送事業者及び通信社の機関に設置されるもの  

預貯金業務をおこなう金融機関に設置されるもの  

国又は地方公共団体の機関に設置されるもの（第１順位となるものを除きます。） 

３ 第１順位及び第２順位に該当しないもの 

 

第１１章 損害賠償 
第４５条（責任の制限） 

当社は、電話サービスを提供すべき場合において、当社および特別事業者の責めに帰すべき理由に

よりその提供をしなかったときは、その電話サービスが全く利用できない状態（その契約に係る電

気通信設備による全ての通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場

合を含みます。 以下この条において同じとします。）にあることを当社が知った時刻、又は契約者

の施設に立入る必要がある場合には立入可能となった時刻のどちらか遅い方から起算して、２４時

間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。  

２ 前項の場合において、当社は、電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時

刻、又は契約者の施設に立入る必要がある場合には立入可能となった時刻のどちらか遅い方以後の

その状態が連続した時間（２４時間の倍数である部分に限ります。）について、２４時間ごとに日

数を計算し、その日数に対応するその電話サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみな

し、その額に限って賠償します。  

（１）料金表（基本料金）に規定する基本料金等  

（２）料金表（通話料金）に規定する通話料金のうち、電話サービスを全く利用できない状態が連

続した期間の初日に属する料金月の前６料金月における１日あたりの平均通話料金（前６料

金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額）を

契約者回線で除した額に、電話サービスを全く利用できない状態にある契約者回線数とその

日数を乗じて算出した額。  

（３）相互接続通話（中継事業者等に係わるものに限ります。）に係わる協定事業者の契約約款及

び料金表に規定する通話に関する料金（当社又はその通話に係わる協定事業者の課金資料に

基づき、第２号の場合と同様に算出します。）  

（４）料金表（ユニバーサルサービス料）に規定するユニバーサルサービス料 

３ 第１項の場合において、当社の故意又は重大な過失により電話サービスの提供をしなかったときは、

前項の規定は適用しません。  

第４６条（免責） 

当社は、電話に係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、契
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約者に関する土地、建物その他の工作物に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるも

のであるときは、その損害を賠償しません。  

２ 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更（以下この条

において「改造等」といいます。）を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用

については負担しません。  

ただし、当社の技術的条件等により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気

通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定にか

かる部分に限り負担します。   

３ 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条（責任の制限）の規定による

ほかは、何らの責任も負いません。  

  

第１２章 雑則 
第４７条（他の電気通信事業者との電話等利用契約の締結） 

契約申込みの承諾を受けた者は、当社が別に定める電気通信事業者がそれぞれ定める契約約款及び

料金表の規定に基づいて、その電気通信事業者と、当社が別に定める電話等利用契約を締結したこ

ととなります。  

ただし、契約申込みの承諾を受けた者から、その電気通信事業者との電話等利用契約を締結しない

旨の意思表示があったときは、この限りでありません。  

２ 前項の規定により電話等利用契約を締結した契約者は、その契約者回線において該当する電気通信

事業者にかかる電気通信サービスの利用があったときに、その電気通信事業者の契約約款及び料金

表に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。  

ただし、契約者が、当社が別に定める電気通信事業者との電話等利用契約のなかで、付加機能の利

用等、特別な契約を締結している場合は、電気通信サービスの利用の有無にかかわらず、その電気

通信事業者の契約約款及び料金表に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。  

第４８条（契約者の氏名等の通知） 

当社は、他の協定事業者へ、契約者の氏名、住所及び電話番号等を通知することがあります。  

２ 当社は、契約者回線等から相互接続通話を行う場合に、その契約者回線等に係る契約者の契約者回

線番号を、特別事業者およびその相互接続通話に係る協定事業者に通知します。  

第４９条の２（契約者に係る情報の取り扱い） 

当社は、サービスを提供するために必要な契約者にかかる情報を、適法かつ公正な手段により収集

し、適切に取り扱うものとします。また、契約の申込をしようとする者及び、契約者が当社に連絡

する被紹介者についても、契約者に準じて取り扱います。  

２ 前項により、収集し知り得た契約者に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所、請求

書の送付先等、及びその他当社が別に定める契約者に関する情報を、当社は、次の各号の業務の遂

行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。  

（１）サービスの提供を開始、継続、又は終了（カスタマーセンター対応、施工、顧客管理、課金

計算、料金請求、障害検知・復旧等の業務に必要な場合を含みます。）するために利用する場

合  

（２）当社が提供するサービス（電話サービス、インターネット接続サービス、有線テレビジョン

放送サービス及び、それぞれの付加機能、追加サービス等を含みます。）の契約促進を目的と

した営業活動で利用する場合  

（３）サービスの新規開発、サービス向上、顧客満足、解約理由の調査、分析を行う場合  

（４）契約者から個人情報の取り扱いに関して、新たな同意を求めるため利用する場合  

（５）契約者が警察機関（海上保安庁を含みます。以下同じとします。）又は消防機関に緊急通報

を行った際、特別事業者が提供する緊急通報電話を介して、その着信先の機関に契約者に

関わる情報を通知するた為に利用する場合 

３ 当社は、前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を特別事業者に開示する場合があります。 

４ 当社は、前項の利用目的に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託する場合があります。  

５ 当社は、次の各号の場合を除き、本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。  

（１）本人の同意がある場合  

（２）契約者のサービス利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収のため必要な範囲で銀行、

クレジットカード会社等の金融機関に個人情報を開示する場合  

（３）裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等（刑事訴訟法第２１８条）がなさ



 15 

れる場合  

（４）法律上の照会権限を有する公的機関からの照会（刑事訴訟法第１９７条第２項等）がなされ

た場合その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合   

（５）人の生命、身体及び財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合  

（６）契約者が警察機関又は消防機関に緊急通報を行った際、特別事業者が提供する緊急通報電話

を介して、その着信先の機関に、契約者に係る情報を通知する場合 

（７）この約款で特段規定している場合 

（８）個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）で認められている場合  

第５０条（技術資料の閲覧） 

当社は、当社が指定する電話サービス取扱所において、電話サービスを利用するうえで参考となる

別表の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。  

第５１条（承諾の限界） 

当社は、契約者から工事、その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難

なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求

を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を請求した契約者にお知らせします。  

ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。  

第５２条（利用上の制限） 

契約者は、コールバックサービス（日本国から日本国外へ発信する通話を、外国から発信する形態

に転換することによって通話を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとしま

す。）のうち、次に掲げる方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で通話を行ってはなり

ません。  

方   式 概     要 

ポーリング方式 外国側から日本国内宛に継続して通話の請求が行われ、契約者がコー

ルバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提

供がなされるコールバックサービスの方式  

アンサーサプレッション方式 その提供に際して、当社が通話に係る通話時間の測定を行うために用

いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービス

の方式 

第５３条（利用に係る契約者の義務） 

契約者は、次のことを守っていただきます。  

（１）当社が契約に基づき設置した電気通信設備（当社が宅内に設置した機器を含みます。以下こ

の条において同じとします。）を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又

はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。   

   ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しく

は自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。  

（２）故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通話の伝送交換又は電話サービスの品質確

保に妨害を与える行為を行わないこと。  

（３）故意に多数の不完了呼を発生させる等、通話のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行

わないこと。  

（４）当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通

信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。  

（５）当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。  

２ 契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期

日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用をお支払いただきます。  

３. 当社は、電話サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入契約者が所有もしくは占用
する敷地、家屋、構造物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害

関係人があるときは、当該加入契約者はあらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、これに関して

責任を負うものとします。  
４. 加入契約者は、当社又は当社の指定する業者が電気通信設備の調整、検査、修理等を行うため、加
入契約者が所有もしくは占用する敷地、家屋、構造物等への立ち入りを求めた場合は、協力するも

のとします。 

第５４条（番号情報の提供） 

当社は、当社が特別事業者から提供を受けた番号に関する番号情報（電話帳掲載又は電話番号案内
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に必要な情報（電話帳掲載及び電話番号案内を省略することとなった契約者回線の情報を除きま

す｡）をいいます。以下この条において同じとします｡）について、特別事業者を介して番号情報デ

ータベース（番号情報を収容するために西日本電信電話株式会社が設置するデータベース設備をい

います。以下この条において同じとします。）に登録します。  

２ 前項の規定により登録した番号情報は、番号情報データベースを設置する西日本電信電話株式会社

が電話帳発行又は番号案内を行うことを目的とする電気通信事業者等に提供します。  

（注１）本条第２項に規定する当社が別に定める者は、西日本電信電話株式会社と相互接続協定又

は相互接続協定以外の契約により番号情報データベースに収容された契約者の番号情報

を利用する事業者をいいます。  

（注２）当社は、電気通信事業者等が「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン

（平成１０年郵政省告示第５７０号）」等の法令に違反して番号情報を目的外等に利用し

た場合は、西日本電信電話株式会社に対し、その電気通信事業者等への番号情報の提供を

停止する措置を行うよう請求します。  

 

第１３章 附帯サービス 
第５５条（電報サービスの利用等） 

契約者は、特別事業者および特定協定事業者の契約約款の定めに基づく電報サービスを利用するこ

とができます。  

２ 契約者は、前項の規定により電報サービスを利用した場合に生じた債権を当社が特定協定事業者か

ら譲り受けることを承諾していただきます。この場合、当社は、契約者への個別の通知又は譲渡承

認の請求を省略するものとします。  

３ 前項の規定により当社が特定協定事業者から譲り受けた債権額は、特定協定事業者の料金表の定め

に基づいて算定した額とし、その他の取り扱いについては、この約款の定めるところによります。  

第５６条（電話帳） 

当社は、契約者から請求があったときは、別に定めるところにより、電話帳（当社が別に定める特

定協定事業者が発行する電話帳をいいます。）の掲載を行います。  

第５７条（フリーダイヤル） 

当社の契約者回線から特定協定事業者の地域指定着信課金通話契約者に相互接続通話を行った場

合、相互接続通話にかかる料金については、特定協定事業者がその地域指定着信課金通話契約者に

請求するものとし、料金に関するその他の取り扱いについては、この約款の規定にかかわらず、特

定協定事業者の契約約款及び料金表の定めるところによります。  

第５８条（電話番号案内） 
契約者は、特定協定事業者の契約約款の定めに基づく電話番号案内サービスを利用することができ

ます。  

第５９条（電話番号案内料金の支払義務） 

契約者が電話番号案内を利用した時は、料金表に定める番号案内料の支払いを要します。  
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料金表 
 

通則 
（料金表の適用）  

１ 電話サービスに関する料金及び工事に関する費用は、この料金表に規定するほか、当社が別に定め

るところにより適用します。  

（料金等の変更）  

２ 当社は、電話サービスに関する料金及び工事に関する費用を変更することがあります。この場合に

は、変更後の料金及び工事に関する費用によります。  

（消費税相当額の加算）  

３ 約款の規定により、料金表に定める料金について支払いを要する額は、この料金表に規定する額の

請求合計額に消費税相当額を加算した額とします。この場合、通話ごとの通話料の算定にあたって

は、個々の通話ごとの端数処理（切捨て）をしません。また、実際のご請求金額と、この料金表に

規定する税込料金額の合計額が異なる場合があります。  

ただし、国際通話に係る通話料については、この限りではありません。 

（料金等の臨時減免）  

４ 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、料金表又は約款の規定にかかわらず、

臨時にその料金又は工事に関する費用を減免することがあります。  

第１ 基本料金 
１ 適用 
区   分 内   容 

利用種別等の適用 ア 当社は、ケーブルフォン契約について、次の利用種別により回線使用料等を適

用します。 

住宅用 その契約者回線の契約者名義が、個人であるもの 

事務用 住宅用以外のもの 

イ 利用種別の認定は、当社が行います。  

ウ 当社は、次表のとおり契約者回線の区別を定めます。 

区 別 内 容 

プッシュ回線用 その契約者回線に接続する端末設備から、押しボタンダイ

ヤル信号により発信できるもの 

ダイヤル回線用 プッシュ回線用以外のもの 

備考 当社は、契約者回線については、契約者からの申出がない限り、プッシ

ュ回線用のものを提供します。  
２ 料金額 
１契約者回線ごとに月額  

区   分 料  金  額 

ケーブルフォン 住宅用 １,３３０円（税込 １,３９６.５円） 

事務用 １,９５０円（税込 ２,０４７.５円）  
 

３ 料金の減額 
（１）１人の住宅用のケーブルフォン契約者が２回線以上の住宅用の契約者回線を契約する場合は、２

回線目に限り基本料金を６６５円減額します。   

（２）１人の事務用のケーブルフォン契約者が２回線以上の事務用の契約者回線を契約する場合は、２

回線目に限り基本料金を９７５円減額します。  

第２ 通話に関する料金 
１ 適用 
（１）相互接続通話の料

金の適用 

第４１条（相互接続通話の料金の取り扱い）の規定に基づき、当社が請求

する相互接続通話(携帯・自動車電話事業者に係わる別に定める相互接続通

話を除く。）に係わる料金額は、当社、特別事業者、協定事業者の電話サー

ビスの提供区間を合わせて、当社が設定します。 

（２）単位料金区域の設

定  

当社は、当社が別に定めるところにより、単位料金区域（その区域内の契

約者回線からの区域外通話の料金を算定する場合に、その算定の基礎とな
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る通話地域間距離を算定するための単位となる区域をいいます。以下同じ

とします。）を定めます。 

（３）県内通話の適用 同一都道府県の区域への通話。都道府県の区域とは、郵政省令第２４号（平

成１１年７月１日施行）によって定められた区域をいい、行政区分上の都

道府県と異なる場合があります。 

（４）県外通話の適用 上記（３）以外の通話 

（５）区域内通話の適用 同一の単位料金区域への通話 

（６）隣接区域内通話の

適用 

１の単位料金区域とその単位料金区域と隣接する他の単位料金区域への通

話 

（７）区域外通話の適用 上記（５）、（６）以外の通話 

（８）昼間、夜間、深夜・

早朝及び土曜日・

日曜日・祝日の料

金額の適用  

ア 「昼間」、「夜間」及び「深夜・早朝」とは、次の時間帯をいいます。

ただし、土曜日・日曜日・祝日の区分があるものについては、その部

分を除いた時間帯をいいます。 

区   分 時   間  帯 

昼   間 午前８時から午後７時までの間 

夜   間 午後７時から午後１１時までの間 

深夜・早朝 午前０時から午前８時まで及び午後１１時から午後１

２時までの間 

イ 「土曜日・日曜日・祝日」とは、次の時間帯をいいます。 

区   分 時   間  帯 

土曜日・日曜 

日・祝日 

土曜日、日曜日及び祝日（国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）の規定により休日とされた日

並びに１月２日及び１月３日をいいます。）における午

前８時から午後７時までの間   
（９）通話地域間距離  通話地域間距離の測定方法は、次のとおりとします。  

ア 当社が別に定めるところにより、全国の区域を一辺２Ｋｍの正方形に

区分し、その区分した区画(以下「方形区画」といいます。)にそれぞ

れの縦軸の番号及び横軸の番号を付します。  

イ 当社は、通話地域間距離の測定のための起算点となる方形区画（相互

接続通話に係わるものについては、協定事業者の事業所のある場所に

基づき当社が指定する方形区画とします。）を、別に定めるところによ

り指定します。  

ウ 通話地域間距離は、双方の通話地域間距離測定のための起算点となる

方形区画番号に基づき、次の算式により算出します。この場合、算出

した結果に１ｋｍ未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てま

す。 

  　

　　　　

　　横軸の方形区画　縦軸の方形区画　　

　

  

  

   

（１０）通話に関する料

金の減免  

次の通話については、第３３条(通話料金の支払義務)第１項の規定にかか

わらず、その料金の支払いを要しません。  

ア 緊急通報用電話（１１０番、１１８番又は１１９番）への通話 

イ 電気通信サービスに関する問合せ、申込等のためにそれぞれの業務を

行う電話サービス取扱所及び電話サービス取扱局に設置されている電

気通信設備であって、当社が指定したものへの通話  

ウ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する災害用

伝言ダイヤル（１７１番）への通話  

（１１）通話時間の測定 通話時間は、つぎのように測定します。 

通話時間は、双方の契約者回線等を接続して通話できる状態（着信の信号

を受けて着信者が送受話器を上げたときとします。）にした時刻から起算

+ 

2 2 

＝通話地域間 
番号の数差×２ 番号の数差×２ 



 19 

し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通話終了の信号を受け

て、その通話をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器

により測定します。  

（１２）通話料金の算定

方法 

通話料金の額は、当社の電話サービス契約約款において通話料金の支払義

務に規定する通話について、（１１）欄の規定により測定した通話時間と２

（料金額）とに基づいて算定します。 

（１３）大口通話料金の

月額料金  

１ケーブルフォン契約者回線について、１番号あたり暦月通話料金（ケー

ブルフォン契約者間通話等の通話料金等の月額割引を利用している場合の

定額料は含みません。）が８,０００円以上４０,０００円未満の場合は、そ

の月の月額通話料金の８％に相当する額を割引、暦月通話料金が４０,００

０円以上の場合には、その月の月額通話料金の１０％に相当する額を割り

引く取り扱いを行います。 

（１４）離島に関する通

話料特例 

離島（本州、北海道、四国、九州以外をいいます。以下この欄において同

じとします。）との間の通話に係る通話料については、次の通りとします。 

ア 離島にあって当社が指定する単位料金区域の区域内にある契約者回線

等とその離島とそれぞれ社会的経済的諸条件及び通話の交流上密接な関係

にあるとして当社が指定する単位料金区域の区域内にある契約者回線等と

の間の通話については、「隣接区域内通話」に係る料金額を適用します。 

２ 料金額 
２－１ 一般通話に係るもの 

２－１－１ 県内通話に係るもの 

料金種別 料金額 

通話料 区域内通話は、次の秒数までごとに７．９円（税込 ８.２９５円）、 隣接区域

内通話及び区域外通話は次の秒数までごとに８.５円（税込 ８.９２５円）  

ケーブルフォン契約者相互間通話及び当社が別に定める特定事業者の加入電

話契約者等との間の通話の場合は、次の秒数までごとに５円（税込 ５.２５０

円） 

 昼   間 

 平  日 土曜日・日曜日・祝日 

夜   間 深夜･早朝 

区域内通話 １８０秒 １８０秒 １８０秒 ２４０秒 

隣接区域内通話 ９０秒 ９０秒 ９０秒 １２０秒 

区域外通話  

２０Ｋｍまで ９０秒 ９０秒 ９０秒 １２０秒 

３０Ｋｍまで ６０秒 ７５秒 ７５秒 ９０秒 

６０Ｋｍまで ６０秒 ７５秒 ７５秒 ９０秒 

１００Ｋｍまで ４５秒 ６０秒 ６０秒 ９０秒 

１６０Ｋｍまで ４５秒 ６０秒 ６０秒 ９０秒 

 

 

１６０Ｋｍ超 ４５秒 ６０秒 ６０秒 ９０秒 

２－１－２ 県外通話に係るもの 

料金種別 料金額 

通話料 次の秒数までごとに８．５円（税込 ８.９２５円） 

ケーブルフォン契約者相互間通話及び当社が別に定める特定事業者の加入電

話契約者等との間の通話の場合は、次の秒数までごとに５円（税込 ５.２５０

円） 

 昼   間 

 平  日 土曜日・日曜日・祝日 

夜   間 深夜･早朝 

隣接区域内通話 ９０秒 ９０秒 ９０秒 １２０秒 

区域外通話  

２０Ｋｍまで ９０秒 ９０秒 ９０秒 １２０秒 

３０Ｋｍまで ６０秒 ６０秒 ６０秒 ７５秒 

 

 

６０Ｋｍまで ４５秒 ６０秒 ６０秒 ７５秒 
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１００Ｋｍまで ３０秒 ４５秒 ４５秒 ６０秒 

１６０Ｋｍまで ２２．５秒 ３０秒 ３０秒 ４５秒 

１６０Ｋｍ超 ２２．５秒 ３０秒 ３０秒 ５４秒 

２－２ PHS事業者との相互接続通話に係るもの 

料金種別 料金額 

通話料 次の秒数までごとに８．５円（税込 ８.９２５円） 

 昼   間 

 平  日 土曜日・日曜日・祝日 

夜   間 深夜･早朝 

区域内通話 ６０秒 ６０秒 ６０秒 ９０秒 

隣接区域内通話 ６０秒 ６０秒 ６０秒 ９０秒 

区域外通話  

２０Ｋｍまで ６０秒 ６０秒 ６０秒 ９０秒 

３０Ｋｍまで ４５秒 ４５秒 ４５秒 ６０秒 

６０Ｋｍまで ３６秒 ３６秒 ３６秒 ４５秒 

１００Ｋｍまで １４秒 ２０秒 ２０秒 ２３秒 

 

 

１００Ｋｍ超 １４秒 １４秒 １４秒 １６．５秒 

２－３ 携帯・自動車電話事業者との相互接続通話に係るもの 

２－３－１ グループ１ 

別に定める事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線への通話に係るもの  

料金種別 料金額 

６０秒までごとに１７．５円（税込 １８.３７５円） 通話料 

距離区分、時間帯、土曜日・日曜日・祝日にかかわらず 

２－３－２ グループ２ 

別に定める事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線への通話に係るもの  

料金種別 料金額 

６０秒までごとに１８円（税込 １８.９円） 通話料 

距離区分、時間帯、土曜日・日曜日・祝日にかかわらず 

２－３－３ グループ３ 

別に定める事業者が提供する電気通信サービスの契約者回線への通話に係るもの  

料金種別 料金額 

６０秒までごとに１９．５円（税込 ２０．４７５円） 通話料 

距離区分、時間帯、土曜日・日曜日・祝日にかかわらず 

２－３－４ ローミングに係るもの 

携帯・自動車電話事業者が、他の携帯・自動車電話事業者へローミングを行っている場合には、そのロ

ーミング先となる他の携帯・自動車電話事業者の契約者回線への通話とみなして、２－３－１から２－

３－３に規定する当該通話の料金額を適用します。  

２－４ ＩＰ（０５０）電話事業者との相互接続通話に係るもの 

２－４－１ 別に定めるＩＰ電話事業者への通話に係るもの 

料金種別 料金額 

３分までごとに９．９円（税込 １０.３９５円） 通話料 

距離区分、時間帯、土曜日・日曜日・祝日にかかわらず 

２－５ 国際通話に係るもの 
 

区分 料金額（1分までごとに） 

アジア１ ３０円

アジア２ ４５円

アジア３ ６３円

アジア４ ７２円

アジア５ ７７円

アジア６ １０５円

アジア７ １０７円
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アジア８ １１３円

アジア９ １２７円

アジア１０ １３０円

アジア１１ １５３円

アジア１２ １５９円

アジア１３ ２１３円

アジア１４ ２２７円

アジア１５ ３５円

アジア１６ ６０円

アフリカ１ １２８円

アフリカ２ １８０円

アフリカ３ ２５７円

アメリカ１ ９円

アメリカ２ １５円

アメリカ３ ７８円

アメリカ４ １５７円

アメリカ５ １１３円

アメリカ６ １５９円

アメリカ７ ３０円

アメリカ８ １０５円

アメリカ９ １１５円

アメリカ１０ ２３０円

オセアニア１ ５７円

オセアニア２ ９円

オセアニア３ ５０円

オセアニア４ ７２円

オセアニア５ ８０円

オセアニア６ １１２円

オセアニア７ １６０円

ヨーロッパ 1 ２０円

ヨーロッパ２ ４２円

ヨーロッパ３ ９２円

ヨーロッパ４ １０２円

ヨーロッパ５ １４２円

ヨーロッパ６ ２０３円

備考  

1 各区分における取扱地域等は、別表に定めるところによります。 
2 国際通話の取扱いに関しては、外国の法冷、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限される
ことがあります。 

 

 

別表 

区分 取扱地域 

アジア１ 
大韓民国、シンガポール共和国、中華人民共和国（香港及びマカオを除きます。）、 

香港、台湾 

アジア２ インドネシア共和国、タイ王国 

アジア３ ブルネイ・ダルサラーム国 

アジア４ マカオ 

アジア５ モンゴル国 

アジア６ インド 

アジア７ 
スリランカ民主社会主義共和国、ネパール王国、パキスタン・イスラム共和国、バン

グラデシュ人民共和国、ブータン王国、べトナム社会主義共和国、モルディブ共和国、
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ラオス人民民主共和国 

アジア８ 

アラブ首長国連邦、イスラエル国、オマーン、カタール国、キプラス共和国、クウェ

ート国、サウジアラビア王国、ヨルダン・ハシミテ王国、シリア・アラブ共和国、バ

ーレーン国、レバノン共和国 

アジア９ 東ティモール 

アジア１０ 朝鮮民主主義人民共和国 

アジア１１ カンボジア王国、ミャンマー連邦 

アジア１２ イエメン共和国 

アジア１３ アフガニスタン・イスラム共和国 

アジア１４ イラク共和国、イラン・イスラム共和国 

アジア１５ フィリピン共和国 

アジア１６ マレーシア 

アフリカ１ 

アルジェリア民主人民共和国、アンゴラ共和国、ウガンダ共和国、エジプト・アラブ

共和国、ガーナ共和国、カーボベルデ共和国、ガボン共和国、カメルーン共和国、ガ

ンビア共和国、ケニア共和国、コモロ・イスラム連邦共和国、ザンビア共和国、ジブ

チ共和国、社会主義人民リビア・アラブ国、ジンバブエ共和国、スーダン共和国、ス

ワジランド王国、セネガル共和国、セント・ヘレナ、ソマリア民主共和国、タンザニ

ア連合共和国、中央アフリカ共和国、トーゴ共和国、ナイジェリア連邦共和国、ナミ

ビア共和国、ニジェール共和国、ブルキナファソ、ブルンジ共和国、ベナン共和国、

ボツワナ共和国、マイヨット島、マラウイ共和国、マリ共和国、南アフリカ共和国、

モーリシャス共和国、モーリタニア・イスラム共和国、モザンビーク共和国、モロッ

コ王国、リベリア共和国、ルワンダ共和国、レソト王国、レユニオン 

アフリカ２ 

アセンション、エチオピア連邦民主共和国、エリトリア国、ギニア共和国、コートジ

ボワール共和国、シエラレオネ共和国、赤道ギニア共和国、チュニジア共和国、マダ

ガスカル共和国 

アフリカ３ 
ギニアビサウ共和国、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ民主

共和国、チャド共和国 

アメリカ１ アメリカ合衆国（アラスカ及びハワイを除きます。）、アラスカ 

アメリカ２ カナダ 

アメリカ３ サン・ピエール及びミクェロン、メキシコ合衆国 

アメリカ４ トリニダードトバゴ共和国、バミューダ諸島 

アメリカ５ 

アルバ、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、オランダ領アンティール、キューバ

共和国、グァデルーペ、グレート・ブリテン領ヴァージン諸島、グレナダ、ケイマン

諸島、ジャマイカ、セントクリストファー・ネイビス、セントビンセントおよびグレ

ナディーン諸島、セントルシア、タークス及びカイコス諸島、ドミニカ共和国、ドミ

ニカ国、ハイチ共和国、バルバドス、プエルト・リーコ、米領バージン諸島、マルテ

ィニク、モンセラット 

アメリカ６ バハマ国 

アメリカ７ ブラジル連邦共和国 

アメリカ８ ペルー共和国 

アメリカ９ 

アルゼンチン共和国、ウルグアイ東方共和国、エクアドル共和国、エルサルバドル共

和国、ガイアナ協同共和国、グアテマラ共和国、コスタリカ共和国、コロンビア共和

国、スリナム共和国、チリ共和国、ニカラグア共和国、パナマ共和国、パラグアイ共

和国、フランス領ギアナ、ベネズエラ・ボリバル共和国、ベリーズ、ボリビア共和国、

ホンジュラス共和国 

アメリカ１０ フォークランド諸島 

オセアニア１ グアム、サイパン 

オセアニア２ ハワイ 

オセアニア３ オーストラリア連邦 

オセアニア４ クリスマス島、ココス・キーリング諸島、ニュージーランド 

オセアニア５ ノーフォーク島、パプアニューギニア独立国、米領サモア、ミクロネシア連邦 

オセアニア６ マーシャル諸島共和国 

オセアニア７ 
バヌアツ共和国、キリバス共和国、クック諸島、ソロモン諸島、ツバル、トケラウ諸

島、トンガ王国、ナウル共和国、サモア独立国、ニウェ、ニュー・カレドニア、パラ
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オ共和国、フィジー共和国、フランス領ポリネシア 

ヨーロッパ 1 
グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国、ドイツ連邦共和国、フランス共

和国 

ヨーロッパ２ アンドラ公国、モナコ公国 

ヨーロッパ３ 

アイスランド共和国、アイルランド、アゾールス諸島、イタリア共和国、バチカン市

国、オーストリア共和国、オランダ王国、カナリー諸島、ギリシャ共和国、グリーン

ランド、サンマリノ共和国、ジブラルタル、スイス連邦、スウェーデン王国、スペイ

ン、スペイン領北アフリカ、デンマーク王国、トルコ共和国、ノルウェー王国、ファ

ロー諸島、フィンランド共和国、ベルギー王国、ポルトガル共和国、マディラ諸島、

マルタ共和国、リヒテンシュタイン公国、ルクセンブルク大公国 

ヨーロッパ４ 

アゼルバイジャン共和国、ウクライナ、ウズベキスタン共和国、エストニア共和国、

カザフスタン共和国、グルジア、クロアチア共和国、スロバキア共和国、スロベニア

共和国、タジキスタン共和国、チェコ共和国、ハンガリー共和国、ブルガリア共和国、

ベラルーシ共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド共和国、マケドニア・旧

ユーゴスラビア共和国、モルドバ共和国、ラトビア共和国、リトアニア共和国、ルー

マニア、ロシア連邦 

ヨーロッパ５ トルクメニスタン、セルビア共和国、モンテネグロ共和国 

ヨーロッパ６ アルバニア共和国、アルメニア共和国、キルギス共和国 

 

 

２－６ 特定衛星端末との音声通信に係るもの 
 

 

区分 料金額（1分までごとに） 

イリジウム ３７８円 

インマルサットＢ ３０８円 

インマルサットＭ ３６４円 

インマルサットｍｉｎｉＭ/Ｆ/ＢＧＡＮ ２１０円 

インマルサットｍｉｎｉＭ/Ｆ/ＢＧＡＮ（ＨＳＤ） ６８６円 

スラーヤー ２７３円 
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通話料別表 
ケーブルフォン契約者間通話等の通話料金の月極割引（とくとく・トーク）  

区 分 内       容 

（１）定義等 「ケーブルフォン契約者間通話等の通話料金の月極割引」とは、全ての時間帯にお

ける当社ケーブルフォン契約者、及び別に定める特定事業者の加入電話契約者、着

信用電話契約者の電話番号への通話（以下、ケーブルフォン契約者間通話等といい

ます。）並びに県内通話（区域内通話を除く。）、県外通話について、契約者の選択

により、１契約者回線ごとに料金表 第２ ２.料金額の規定により算定したケーブ

ルフォン契約者間通話等の月間累計額又は料金額に代えて、次表に規定する料金額

を適用することをいいます。 

 

ア ケーブルフォン契約者間通話等に係るもの 

料金額の規定により算定したケーブル

フォン契約者間通話等の月間累計額  

月極割引を選択した場合の料金額 

０円から１０,０００円（税込 １０,５

００円）までの部分 

２５０円（税込 ２６２．５円）  

定額料（月額）  

１０,０００円（税込１０,５００円）

を超える部分  

左欄に該当する部分の額と同額  

 

イ 県内通話（区域内通話を除く。）に係るもの 

料金種別 料金額 

３分までごとに 

  ７．９円（税込 ８．２９５円） 

通話料 

距離区分、時間帯、土曜日・日曜日・祝日にかかわらず 

 

ウ 県外通話に係るもの 

料金種別 料金額 

通話料 ３分までごとに 

  １４．８円（税込 １５．５４円） 

（２）承諾 当社は、この月極割引を選択する申出があったときは、その申出のあった契約者回

線が次の各号に該当するものである場合に限り、これを承諾します。  

ア ケーブルフォンの契約者回線  

イ 通話の料金明細内訳を記録している契約者回線  

（当社が別に定める方法により記録しているものに限ります。）  

（３）適用 ア 全時間帯におけるケーブルフォン契約者間通話等に関する料金の月間累計は、

料金月単位で行います。  

イ この月極割引の開始は、その申出を当社が承諾した日を含む料金月の翌料金月

からとします。  

ウ 当社は、この月極割引の適用を受けている契約者回線について、次のいずれか

に該当する場合には、この月極割引を廃止します。  

  （ア）利用の一時中断があったとき。  

  （イ）ケーブルフォン契約の解除があったとき。  

エ この月極割引の廃止があった場合の取り扱いについては、次表に規定するとお

りとします。この場合、同一料金月内において、次表の１欄の規定による月極

割引の廃止後２欄の規定に該当する場合が生じたときは、２欄の規定によるも

のとします。  

１契約者回線ごとに 

区    分 月極割引の適用 

１ ２以外により、月

極割引の廃止があ

ったとき。 

月極割引の廃止日を含む料金月の末日までの通話に

関する料金について、この月極割引を適用します。 
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２ 利用の一時中断又

はケーブルフォン

契約の解除があっ

たとき。 

その利用の一時中断日又は契約解除日までの通話に

関する料金について、この月極割引を適用します。 

オ 契約者が、この月極割引を選択している場合であって、第１２条（請求による

電話番号の変更）に伴い、電話番号が変更となるときは、次のとおり取り扱い

ます。  

(ア) 電話番号の変更日を含む料金月については、電話番号の変更日までの通

話に関する料金に限りこの月極割引を適用します。   

(イ) 契約者が、電話番号の変更後、継続して適用を受ける場合は、当社は、

新たな申出として取り扱います。  

カ 契約者は、この月極割引が適用される料金月において、利用の一時中断、利用

停止、電話番号の変更、契約の解除があったときその他電話サービスを利用す

ることができなかった期間が生じた場合又は料金月の起算日の変更により料

金月の期間が短くなった場合でも、定額料の支払いを要します。   

  ただし、契約者の責めによらない理由により、電話サービスを全く利用できな

い状態（その契約に係る電気通信設備によるすべての通話に著しい支障が生

じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。）が生じた

場合に、そのことを当社が知った時刻以降の料金月に属するすべての日につい

てその状態が連続したときは、そのことを当社が知った時刻以降の利用できな

かった料金月（１料金月の倍数である部分に限ります。）について、料金月ご

とに料金月数を計算し、その料金月数に対応する定額料については、その支払

いを要しません。  

キ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、そ

の料金を返還します。  

  （注）定額料については、日割は行いません。  

第３ 電話番号変更料金 
区  分 電話番号変更料金の額 

電話番号変更料金 １,０００円（税込 １,０５０円） 

第４ 番号維持管理料金 
１ 適用  

区  分 内 容 

番号維持管理料金の適

用 

１の者からの申出又は請求により、第１５条（契約者回線の利用の一時中断） 

の規定により、利用者番号を当該契約者のためにその使用を留保する期間に

おいて番号維持管理料金を適用します。  

２ 番号維持管理料金の額 
区  分 番号維持管理料金の額 

番号維持管理料金 月額８００円（税込 ８４０円） 

第５ 電話番号案内料金 
区  分 電話番号案内料金の額 

電話番号案内料金 １電話番号ごとに１１０円（税込 １１５．５円） 

第６ 電話サービスの工事に関する費用 
１ 本サービス又は付加機能の利用開始に関する工事の場合 

区  分 単  位 料金額 

本サービスの利用開始に関する工事 １の契約者回線ごとに 別に算定する実費相当額 

付加機能の利用開始に関する工事 １の契約者回線ごとに 別に算定する実費相当額 

２ 本サービスの解除又は付加機能の廃止に関する工事の場合 

区  分 単  位 料金額 

契約の解除に関する工事 １の契約者回線ごとに 別に算定する実費相当額 

付加機能の廃止に関する工事 １の契約者回線ごとに 別に算定する実費相当額 

３ 契約者回線の移転、その他の請求に基づく工事の場合 

区  分 単  位 料金額 

その他工事 １の契約者回線ごとに 別に算定する実費相当額 
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第７ 付加機能使用料 
１ 付加機能の種類等 

区   分 単   位 料 金 額 

通話中に他から着信があることを知らせ、

その契約者回線に接続されている電話機

のフックボタン等の操作により、現に通話

中の通話を保留し、その着信に応答して通

話を行った後再び保留中の通話を行うこ

とができるようにする機能 

１契約者回線ごとに  月額200円（税込210円） 

キ
ャ
ッ
チ
コ
ー
ル
機
能 

備考 契約者回線に提供します。 

この機能を利用する契約回線へ通知され

る発信電話番号等を受信することができ

る機能 

１契約者回線ごとに 月額200円（税込210円） 
番
号
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
機
能 

備考 （１） 契約者回線に提供します。  

（２） 当社は、この機能を利用する契約者回線へ通知される発信電話番号等を受信するこ

とに伴い発生する損害については、責任を負いません。 

その契約者回線に着信する通話を、自動的

に、又はその着信に応答後電話機のフック

ボタン等の操作により、あらかじめ指定さ

れた他の契約者回線等（当社が別に定める

ものに限ります。以下この欄において同じと

します。）に転送することができる機能 

１契約者回線ごとに 月額200円（税込210円） 

リ
レ
ー
フ
ォ
ン
機
能 

 

備考 （１）この機能に係わる通話については、発信者回線からこの機能を利用している契約者

回線への通話とこの機能を利用している契約者回線から転送先の回線等への通話の

２つの通話として取り扱います。  

（２）この機能を利用する場合において、転送が２回以上にわたる等通常と異なる利用態

様となるときは、通話品質を保証できないことがあります。  

（３）この機能に係わる転送先の契約者から、その転送される通話について間違い電話の

ため、その転送が行われないようにして欲しい旨の申し出がある場合であって当社

が必要と認めるときは、その転送を中止して頂くことがあります。 

（４）この機能を利用する場合、転送元の電話番号が転送先に通知される場合があります。 

（５）当社は、利用の一時中断の契約者回線については、この機能を提供しません。 

（６）この機能の提供を受けている契約者回線は、ツーナンバーライン機能およびグループト

ーン機能の提供を受けることはできません。 
（７）トリオコール機能の提供を受けている契約者回線は、応答後に他の契約者回線等に転送

することはできません。 

その契約者回線に着信する通話のうち、契

約者が指定した電話番号等（当社が別に定

めるものに限ります。）から着信する通話

のみを転送または着信する機能 

１の契約者回線ごとに 月額200円（税込210円） 
リ
レ
ー
フ
ォ
ン
セ
レ
ク
ト
機
能 

備考 （１）契約者回線に提供します。 

（２）リレーフォン機能を利用している契約者回線に限り提供します。 

（３）この機能において指定する電話番号等は、あらかじめ登録していただきます。この 

場合、登録できる電話番号等の数は、１の契約者回線につき１０以内とします。 

（４）この機能の提供を受けている契約者回線は、ツーナンバーライン機能およびグルー 

プトーン機能の提供を受けることはできません。 
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迷惑電話を防止したい旨の申し出があっ

た契約者のために、電話サービス取扱局内

に設置される交換設備を利用して、その契

約者回線（加入電話の契約者回線に限りま

す。）の契約者が指定した加入電話の電話

番号等を登録し、その登録された番号から

の以後の着信に対しておことわりする旨

の案内を自動的に行う機能  

１契約者回線ごとに 月額 200 円（税込 210 円） 

迷
惑
番
号
ブ
ロ
ッ
ク
機
能 

備考 （１）契約者回線に提供します。  

（２）登録可能番号数は５０以内とします。また、登録可能番号数を超えて登録しようと

するときは、登録されている番号のうち最初に登録されたものから順に消去して登録

します。 

（３）当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対しておことわりする

旨を案内する通話について、着信した時刻から一定時間経過後、その通話を打ち切り

ます。 

（４）当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上、その他やむを得ないときは、現

に登録中の番号を消去することがあります。  

（５）当社は、現に登録中の番号に係る契約者回線等からの着信に対しておことわりする

旨の案内を行うことに伴い発生する損害については、責任を負いません。  

 

この機能を利用する契約者回線へ最後に

発信した契約者回線等から通知される発

信電話番号等を電話サービス取扱局内の

交換設備において登録し、その契約者回線

からダイヤル操作により、音声で確認する

ことができる機能  

１契約者回線ごとに 月額200円（税込210円） 

番
号
ゲ
ッ
ト
ミ
ー
機
能 

備考 （１）契約者回線に提供します。  

（２）取扱局内の交換設備において登録できる発信電話番号等の数は、１の契約者回線につき

５以内とし、５を超える場合は、登録されている番号のうち最初に登録されたものから

順に消去して登録します。  

（３）契約者は、当社が別に定める方法により、取扱局内の交換設備に登録されている発

信電話番号等の契約者回線等へ自動的に発信することができます。  

（４）当社は、現に登録中の番号を音声で確認すること及び登録されている発信電話番号

等へ発信することに伴い発生する損害については、責任を負いません。  

（５）当社は、当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないときは、現に登録中

の発信電話番号等を消去することがあります。 

その契約者回線に接続する端末設備から、

契約者回線等の電話番号等を記号を含め

３桁に短縮した数字（以下この表において

「短縮数字」といいます。）によるダイヤ

ル発信をすることができる機能  

１契約者回線ごとに 無料 
ク
イ
ッ
ク
ダ
イ
ヤ
ル
機
能 

備考 （１）契約者回線に提供します。  

（２）その契約者回線に接続される端末設備が押しボタンダイヤル機能を有するものに提

供します。 

（３）短縮数字の組合せ数は、１の契約者回線につき５０までとします。 



 28 

通話中に、電話機フックボタン等の操作を

行うことにより、通話中以外の回線に接続

して同時に３者間で通話ができるように

する機能  

１契約者回線ごとに 月額200円（税込210円） ト
リ
オ
コ
ー
ル
機
能 

備考 契約者回線に提供します 

 契約者には公表される電話番号の

他に、その契約者回線に当社が副電

話番号（その電話契約者回線の契約

者が必要な着信通話を受けたい特

定のものに対して通知する番号を

いいます。）を付与し、その契約者

の選択により、本来付与されている

電話番号への着信は不在案内によ

り応答する機能 

１契約者回線ごとに 月額200円（税込210円） ツ
ー
ナ
ン
バ
ー
ラ
イ
ン
機
能 

備考 （１）当社は、１の電話番号につき１の副電話番号を付与します。  

（２）副電話番号に関するその他の取り扱いは、電話の電話番号に準ずるものとします。  

（３）当社は、この機能において不在案内により応答することに伴い発生する損害につい

ては、責任を負いません。  

（４）この機能の提供を受けている契約書回線は、リレーフォン機能、リレーフォンセレ

クト機能の提供を受けることはできません。 

その契約者回線に、発信電話番号などが通知

されない通話が着信した場合に、発信電話番

号などを通知してのかけ直しを依頼する旨

の案内を自動的に行う機能 

１の契約者回線ごとに 月額 200 円（税込 210 円） 

 番
号
お
知
ら
せ
リ
ク
エ
ス
ト
機
能 

備考 （１）契約者回線に提供します。 

（２）番号ディスプレイ機能を利用している契約者回線に限り提供します。  

（３）当社は、発信電話番号などを通知してのかけ直しを依頼する旨を案内する通話について、

着信した時刻から一定時間経過後、その通話を打ち切ります。 

（４）当社は、発信電話番号などを通知してのかけ直しを依頼する旨の案内を行うことに伴い

発生する損害については、責任を負いません。 

（５）この機能の提供を受けている契約者回線は、代表機能の提供を受けることはできません。 

その契約者回線へ通知される発信電話番

号などを通話中に受信することができる

機能 

１の契約者回線ごとに 月額200円（税込210円） 

キ
ャ
ッ
チ
コ
ー
ル
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
機
能 

備考 （１）契約者回線に提供します。 

（２）番号ディスプレイ機能およびキャッチコール機能を利用している契約者回線に限り

提供します。 
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その契約者回線の契約者が指定した電話

番号等（当社が別に定めるものに限りま

す。）から着信したことを識別するための

信号を送出する機能 

１の契約者回線ごとに 月額200円（税込210円） 

グ
ル
ー
プ
ト
ー
ン
機
能 

備考 （１）契約者回線に提供します。 

（２）この機能において指定する電話番号等は、あらかじめ登録していただきます。この 

場合、登録できる電話番号等の数は、１の契約者回線につき１０以内とします。 

（３）この機能の提供を受けている契約者回線は、リレーフォン機能およびリレーフォン 

セレクト機能の提供を受けることはできません。 

タイプＡ（１の

着信短縮ダイヤ

ル番号について、

１の指定契約者

回線等が指定さ

れたもの） 

１着信短縮ダ

イヤル番号ごと

に 

月額 50,000 円 

（税込 52,500 円） 

あらかじめ指定された契約者回線（当

社が提供する契約者回線、当社が別に定

める協定事業者の電気通信サービスの

契約者回線および専用回線等接続サー

ビスに係る接続点を含みます。以下「指

定契約者回線等」といいます。）に着信

する通信を、着信短縮ダイヤル番号（本

機能の契約者からの請求により当社が

付与する、電話番号以外の番号）により

行うことができるようにする機能をい

います。 

タイプＢ（１の

着信短縮ダイヤ

ル番号について、

複数の指定契約

者回線等が指定

されたもの） 

１着信短縮ダイ

ヤル番号ごと

に 

月額 100,000 円 

（税込 105,000

円） 

 

備考 （１）着信短縮ダイヤルによる通信は、当社の契約者回線から行うものに限ります。 

（２）指定できる指定契約者番号は、当社が別に定めるものに限ります。 

（３）着信短縮ダイヤル番号は、記号を含め５桁の数字からなるものとします。 

（４）本機能に係る料金は、当社が請求するものとし、本機能を利用する契約者が支払う

ものとします。この場合の料金に関するその他の取り扱いについては、当社が別に

定めるところによります。 

（５）当社の契約者回線からの通話料金は、着信短縮ダイヤル番号を使用せず指定契約者

回線等へ通話した場合に準じて算定します。 

（６）本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。 

（７）当社は、協定事業者の電気通信サービス（当社が別に定めるものに限ります。）の利

用契約を締結している者から本機能の利用の申込みがあったときにも、本機能を提

供します。この場合における提供条件については、この料金表に定めるところによ

るほか、利用の申込みの承諾、その他の提供条件については、本機能の利用の申込

者を、本機能の利用を請求する本サービス契約者とみなしてこの約款を適用します。 

（８）当社は、特定事業者に着信短縮ダイヤル機能の利用の請求をし、その承諾を受けた

者が、その通信の発信を許容する区域として当社の業務区域を指定したときは、当

社とも本機能に係る契約を締結したものとみなします。 

（９）前項に定める場合の付加機能使用料については、承諾を行った特定事業者が請求す

るものとし、料金に関するその他取り扱いについては、承諾を行った特定事業者の

契約約款などに定めるところによります。 

（１０）着信短縮ダイヤル番号は、ユニバーサルサービス料の対象としません。 

２ 付加機能使用料の減額 

キャッチコール機能、番号ディスプレイ機能、リレーフォン機能、リレーフォンセレクト機能、迷惑番

号ブロック機能、番号ゲットミー機能、トリオコール機能、ツーナンバーライン機能、番号お知らせリ

クエスト機能、キャッチコールディスプレイ機能、グループトーン機能の内、契約者回線ごとに 2以上

の付加機能を利用している場合には、2サービス目以降の付加機能の料金額を半額とします。ただし、

オプションパックを利用している場合には減額適用しません。 
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３ 付加機能群による提供  

区   分 単   位 料 金 額 

付加機能のうち、キャッチコール機能、番

号ディスプレイ機能、リレーフォン機能、

迷惑番号ブロック機能、番号ゲットミー機

能、番号お知らせリクエスト機能、キャッ

チコールディスプレイ機能、リレーフォン

セレクト機能をパックとしてまとめて提

供するもの 

１契約者回線ごとに  月額400円（税込420円） 

オ
プ
シ
ョ
ン
パ
ッ
ク 

備考 （１）契約者回線に提供します。  

（２）契約者が申し出を行い、当社が承諾した場合に提供します。  

（３）オプションパックで取り扱う機能の内容は、１ 付加機能の種類等で規定する各機能

の提供条件に従います。  

（４）当社は、オプションパックで取り扱う機能を変更することがあります。この場合は、

変更後の機能で提供します。  

（５）オプションパックで取り扱う機能は、個別の機能ごとに廃止はできません。  

（６）契約者の使用機器、利用環境、利用方法によっては、一部の機能の停止、及び機能

の制約を受ける場合があります。 

第８ 電話帳への掲載取り扱い手数料 
区  分 掲載取り扱い手数料の額 

５０音別電話帳 発行のつど１掲載ごとに実費（数百円程度） 

職業別電話帳 発行のつど１掲載ごとに５００円（税込 ５２５円） 

ただし、職業別電話帳への掲載取り扱いは、その契約者回線の利用種別が事務用の場合に限ります。  

第９ 料金明細内訳書の発行手数料 
区  分 単  位 発行手数料の額 

料金明細内訳書 １番号毎１発行あたり １００円（税込 １０５円） 

また、料金明細内訳書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、郵送料等、実費が必要に

なる場合があります。  

第１０ 地位の承継処理に伴う手数料 
区  分 単  位 料金額 

地位の承継処理手数料 １の手続ごとに 別に算定する実費相当額 

第１１ 番号ポータビリティに関する手数料 
区  分 手数料の額 

（１）申込処理手数料 １電話番号ごとに１,０００円（税込 １,０５０円） 

（２）解約処理手数料 １電話番号ごとに１,０００円（税込 １,０５０円） 

第１２ 延滞処理に伴う手数料 
区  分 手数料の額 

延滞手数料 ６００円（税込 ６３０円） 

第１３ 機器損害金 
１ 適用  

機器損害金の適用については、第１７条（当社が行うケーブルフォン契約の解除）第３項に定める

ところによります。また、機器等の紛失および修理不能による場合にも適用します。  

２ 損害金の額 

区  分 単  位 料金額 

当社が宅内に設置した当社機器 １台ごとに ２０，０００円 
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第１４ ユニバーサルサービスに関する料金 

１ 適用  
ユニバーサルサービス料の適用 ユニバーサルサービス料は、次表の左欄に規定する電話サービス

又は付加機能について、それぞれ同表の右欄に規定する電話番号

１番号ごとに適用します。 
 

区分 電話番号 
電話サービス 電話番号 
ツーナンバーライン機能 副電話番号  

 
２ 料金額 

 
１電話番号ごとに月額 

区  分 料金額 

ユニバーサルサービス料 ６円（税込 ６．３円） 
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別記 
１ 電話サービス提供区域 
業務区域 

福井市（旧美山町及びその他一部地域を除く）、あわら市、坂井市 

ただし、上記表内であっても、電話サービスの提供ができない場合があります。  

２ 契約者の氏名等の変更 
契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添

えて、すみやかに電話サービス取扱所に届け出ていただきます。  

３ 契約者の地位の承継 
相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後相続する法人若

しくは合併により設立された法人は、これを証明する書類を添えて、すみやかに電話サービス取扱

所に届け出ていただきます。  

２ 前項の場合に、相続人が２人以上あるときは、そのうち１人を当社に対する代表者と定め、こ

れを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。  

３ 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その相続人のうちの１人を代表者と

して扱います。  

４ 第１項及び第２項の届出により契約者の地位の承継をした相続人又は法人は、当社が別に定め

る手数料をお支払いいただきます。 

４ 契約者からの契約者回線及び端末設備の設置場所の提供等 
契約者回線の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。）又は建物内において、当社が契

約者回線及び端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。  

２ 契約者は、契約者回線のある終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。）又は建物内

において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機や管路等の特別な設備を使用すること

を希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。  

５ 契約者からの電気の提供 
当社が契約に基づいて設置する契約者回線等に必要な電気は、契約者から提供していただきます。  

６ 相互接続通話の料金の取り扱い 
相互接続通話の料金は、その通話と他社相互接続通話を合わせて定めるものとし、次の各号の規定

によりその料金を請求する、当社又は協定事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。  

（１）当社の契約者回線から相互接続通話を行った場合（第５号に該当する場合を除きます。）相

互接続通話にかかる料金については、当社が請求するものとし、料金に関するその他の取り

扱いについては、当社の契約約款及び料金表の定めるところによります。  

（２）当社が別に定める特定協定事業者（以下「特定協定事業者」といいます。）が設置する電気

通信回線からおこなう他社相互接続通話に伴って相互接続を行った場合（第５号に該当する

場合を除きます。）相互接続通話にかかる料金については、特定協定事業者が請求するものと

し、料金に関するその他の取り扱いについては、この約款の規定にかかわらず、特定協定事

業者の契約約款及び料金表の定めるところによります。  

（３）当社の契約者回線から特定協定事業者の地域指定着信課金通話契約者に相互接続通話を行な

った場合相互接続通話にかかる料金については特定協定事業者がその地域指定着信課金通話

契約者に請求するものとし、料金に関するその他の取り扱いについては、この約款の規定に

かかわらず、特定協定事業者の契約約款及び料金表の定めるところによります。  

（４）端末系事業者等（端末系伝送路設備（事業法施行規則第３条第１項に規定するものをいいま

す。以下同じとします。）を自ら設置して国内固定電気通信役務を提供する協定事業者であっ

て、特定協定事業者及び次号に規定する中継事業者以外のものをいいます。以下同じとしま

す。）が設置する電気通信回線から行う他社相互接続通話に伴って相互接続をおこなった場合

（第５号に該当する場合を除きます。）相互接続通話にかかる料金については、その通話にか

かる端末系事業者が請求するものとし、料金に関するその他の取り扱いについては、この約

款の規定にかかわらず、その端末系事業者の契約約款及び料金表の定めるところによります。  

（５）中継事業者（電気通信番号規則（平成９年郵政省令８２号）第５条に規定する電気通信番号

を用いて電気通信サービスを提供する協定事業者を言います。以下同じとします。）にかかる

他社相互接続通話を伴って相互接続をおこなった場合（第６号に該当する場合を除きます。）

相互接続通話にかかる料金については、その通話にかかる中継事業者が請求するものとし、
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料金に関するその他の取り扱いについては、この約款の規定にかかわらず、その中継事業者

の契約約款及び料金表の定めるところによります。  

（６）ＰＨＳ電話事業者（電気通信番号規則第９条第４号に規定する電気通信番号を用いて電気通

信サービスを提供する協定事業者を言います。以下同じとします。）が設置する電気通信回線

からおこなう他社相互接続通話にともなって相互接続通話をおこなった場合、相互接続通話

にかかる料金については、その通話にかかるＰＨＳ電話事業者が請求するものとし、料金に

関するその他の取り扱いについては、この約款の規定にかかわらず、そのＰＨＳ電話事業者

の契約約款及び料金表の定めるところによります。  

（７）携帯・自動車電話事業者（電気通信番号規則第９条第３号に規定する電気通信番号を用いて

電気通信サービスを提供する協定事業者を言います。以下同じとします。）にかかる他社相互

接続通話に伴って相互接続をおこなった場合  

ア 携帯・自動車電話事業者が設置する電気通信回線からおこなう他社相互接続通話に伴っ

て相互接続通話をおこなった場合相互接続通話にかかる料金については、その通話にか

かる携帯・自動車電話事業者が請求するものとし、料金に関するその他の取り扱いにつ

いては、この約款の規定にかかわらず、その携帯・自動車電話事業者の契約約款及び料

金表の定めるところによります。  

イ 当社の契約者回線から携帯・自動車電話事業者にかかる他社相互接続通話に伴って別に

定める相互接続通話をおこなった場合、相互接続通話にかかる料金については、当社が

請求するものとし、その通話をおこなった契約者回線の契約者が支払っていただくもの

とします。この場合その通話にかかる料金は、この約款の規定にかかわらず、携帯・自

動車電話事業者の契約約款及び料金表に定めるところによります。料金に関するその他

の取り扱いについては、この約款によるものとします。  

２ 当社は、次の各号に該当する場合、その譲渡を承諾します。  

（１）前項第６号の場合において、相互接続通話にかかるＰＨＳ事業者が、その契約約款及び料金

表の定めるところに従って、その通話にかかる債権を他のＰＨＳ事業者に譲渡するとき。  

（２）前項第７号の場合において、相互接続通話にかかる携帯・自動車電話事業者が、その契約約

款及び料金表の定めるところに従って、その通話にかかる債権を他の携帯・自動車電話事業

者に譲渡するとき。  

７ 当社の維持責任 
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則（昭和６０年郵政省令第３０号）に

適合するよう維持します。  

８ 自営端末設備の接続 
契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接されている電気通信設備を介して、そ

の契約者回線に自営端末設備を接続しようとする時は、その接続の請求をしていただきます。この場

合において、事業法第５３条第１項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器又は技術基準等に

適合することについて指定認定機関（事業法施行規則第３２条第１項第５号に基づき総務大臣が指定

した者をいいます。）の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続しようとするときは、当社

所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。  

２ 当社は、前項の請求があったときは、つぎの場合を除きその請求を承諾します。  

（１）その接続が技術基準等に適合しないとき。  

（２）その接続が事業法施行規則第３１条で定める場合に該当するとき。  

３ 当社は、前項の請求の承諾にあたっては、つぎの場合を除き、その接続が技術基準等に適合する

かどうかの検査をおこないます。  

（１）事業法第５３条第１項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。  

（２）事業法施行規則第３２条第１項で定める場合に該当するとき。  

４ 前項の検査をおこなう場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。  

５ 契約者は、事業法第７１条の規定により、工事担任者規則（昭和６０年郵政省令第２８号）第４

条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続にかかる工事を

おこなわせ、又は実地に監督させる必要があります。ただし、同規則第３条で定める場合は、この限

りではありません。  

６ 契約者が、その自営端末設備を変更しようとするときも、前各項の規定に準じて取り扱います。  

９ 自営端末設備に異常がある場合等の検査 
当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円

滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が技術基
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準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な

理由がある場合その他事業法施行規則第３２条第２項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾

していただきます。  

２ 前項の検査をおこなう場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。  

３ 第１項の検査をおこなった結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められ ないと

きは、契約者は、その自営端末設備を契約者回線からと取りはずしていただきます。  

１０ 自営電気通信設備の接続 
契約者は、その契約者回線の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、

その契約者回線に自営電気通信設備を接続しようとするときは、当社所定の書面によりその接続の

請求をしていただきます。  

２ 当社は、前項の請求があったときは、つぎの場合を除き、その請求を承諾します。  

（１）その接続が技術基準等に適合しないとき。  

（２）その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第

７０条第１項第２号による総務大臣の認定を受けたとき。  

３ 当社は、前項の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第３２条第１項で定める場合に該当

するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査をおこないます。  

４ 前項の検査をおこなう場合、当社の係員は所定の証明書を提示します。  

５ 契約者は、事業法第７１条の規定により、工事担任者規則第４条で定める種類の工事担任者資

格者証の交付を受けている者に、自営電気通信設備の接続にかかる工事をおこなわせ、又は実地に

監督させる必要があります。  

ただし、同規則第３条で定める場合は、この限りではありません。  

６ 契約者が、その自営電気通信設備を変更しようとするときも、前各項の規定に準じて取り扱い

ます。  

１１ 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査 
当社は、契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービ

スの円滑な提供に支障がある場合の検査については、自営端末設備に異常がある場合等の検査の規

定に準じて取り扱います。  

１２ 番号ポータビリティ 
契約者が、電話サービスの提供を受ける電話事業者を特定協定事業者および協定事業者（特定協定

事業者が付与した電話番号を現に使用している者に限ります。）から変更し、あらかじめ、当社に

番号ポータビリティの申込をした場合において、特定協定事業者から契約者に付与された電話番号

（一般加入電話・ＩＳＤＮ番号に限ります。）を変更することなく、当社のサービスの提供を受け

ることができるようにします。  

ただし、当社、特定協定事業者ならびに特定事業者の業務の遂行上支障があるときはこの限りでは

ありません。  

２ 契約者は前項の申込、解約、その他の変更の申し込みがあり、当社がその承諾をしたときは、

当社が別に定めるところにより、料金表に規定する手数料の支払いを要します。  

１３ 料金明細内訳書の発行 
当社は、通話の料金明細内訳を記録している電話について、契約者が請求し当社の承諾を受けたと

きは、当社の所定の様式による通話料金明細内訳書を発行します。  

２ 契約者は前項の場合には、当社が別に定めるところにより、料金表に規定する手数料の支払い

を要します。 

１４ 天気予報サービス及び時報サービス 
当社は、次により天気予報サービス及び時報サービスを提供します。 

区  別 内  容 電話番号 

１ 天気予報サービス 気象庁が作成した気象、地象又は水象に関する気象情報を通

知するサービス 

１７７ 

２ 時報サービス 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス １１７ 

２ 天気予報サービス及び時報サービスは、１の通話について、天気予報又は時報を聞くことがで

きる状態にした時刻から、一定時間をもって、その通話を打ち切ることがあります。  

１５ 領収書の発行 
当社は、契約者等から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、その電話サービス及

び附帯サービスの料金その他の債務（この約款の規定により、支払いを要することとなった料金、
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工事に関する費用又は割増料金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとしま

す。）に係わる領収書を発行します。  

１６ 電話帳 
契約者については、特定協定事業者（西日本電信電話株式会社をいいます。）が発行又は提供する

５０音別電話帳（ハローページ）、職業別電話帳（タウンページ）、電話番号案内（１０４）及びエ

ンジェルラインについて普通掲載として契約者又は契約者の指定する者の氏名、名称又は称号のう

ちの一つ、契約者回線の終端のある場所その他特定協定事業者の約款の規定に従った事項を掲載す

るものとします。  

２ 当社は、次の場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、電話帳への掲載を省略するこ

とがあります。 

（１）料金表に規定する代表機能の提供を受けている場合であって、その電話番号が代表電話番号

以外のものであるとき。  

（２）第１２条（請求による電話番号の変更）の規定に基づき、迷惑電話を防止するために電話番

号を変更した場合であって、その電話番号を変更した日から起算して１年を経過していない

ものであるとき。  

（３）利用の一時中断中のものであるとき。  

（４）契約者から電話帳に掲載しないよう請求があったとき。  

３ 当社は電話番号が電話帳に掲載されている契約者について、その電話番号が掲載される地域の

特定協定事業者電話帳を発行の都度実費で配布します。  

１７ 特定協定事業者 
東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会

社 

１８ 他の電気通信事業者との電話等利用契約の締結 
契約相手となる電気通信事業者 締結する電話等利用契約 
ＫＤＤＩ株式会社 第２種一般電話等契約  

（ただし、インマルサットの国内電話利用に関する部分を含む。） 

データ送受信サービス契約  

第５種 データ送受信契約 
１９ 料金表、第２ 通話に関する料金、２ 料金額、２－１ 一般通話に係るもので定める特定事業
者 
株式会社ジェイコム札幌、株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム関東、株式会社ジェイコム湘

南、株式会社ジェイコムさいたま、土浦ケーブルテレビ株式会社、株式会社ジェイコム千葉、さくらケ

ーブルテレビ株式会社、 

株式会社ジェイコムウエスト、株式会社ケーブルネット神戸芦屋、株式会社ジェイコム北九州、株式会

社ケーブルネット下関、株式会社ケーブルビジョン２１、福岡ケーブルネットワーク株式会社 

２０ 料金表、第２ 通話に関する料金、２ 料金額、２－３ 携帯・自動車電話事業者との相互接続
通話に係る携帯・自動車電話事業者 
区  分 携帯・自動車電話事業者名 

グループ１ 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海、株式会

社エヌ・ティ・ティ・ドコモ北陸、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西、株式会社

エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ四国、株式会社エ

ヌ・ティ・ティ・ドコモ九州、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北及び株式会社エ

ヌ・ティ・ティ・ドコモ北海道  

グループ２ ＫＤＤＩ株式会社、沖縄セルラー電話株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社 

 

グループ３ イー・モバイル株式会社 

 

２１ 料金表、第２通話に関する料金、２ 料金額、２－４ ＩＰ（０５０）電話事業者との相互接続

通話に係るＩＰ（０５０）電話事業者 
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社、ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンクテレコム株式会

社、フュージョン・コミュニケーションズ株式会社、ソフトバンクＢＢ株式会社、株式会社ぷららネッ

トワークス、株式会社エヌ・ティ・ティ エムイー、中部テレコミュニケーション株式会社、東北イン

テリジェント通信株式会社、株式会社ＳＴＮｅＴ、九州通信ネットワーク株式会社、株式会社ケイ・オ
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プティコム、株式会社メディア、ＺＩＰ Ｔｅｌｅｃｏｍ株式会社 
２２ 合意管轄 
契約者及び当社は、本約款に関して訴訟の必要が生じた場合、福井地方裁判所を第一審の裁判所と

することに合意するものとします。  

２３ 準拠法 
この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。  

２４ 言語 
この約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたも

の、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。  

２５ 料金の支払方法 
契約者は、料金について、支払い期日の到来する順序に従ってお支払いただきます。  

２ 契約者は、当社所定の申込書に記入の上、原則、当社の指定する銀行等金融機関の口座振替に

よる手段を用いて、お支払いただきます。 

３ 一部クレジットカードによるお支払いの場合、料金は当該クレジットカード会社の会員規約に

おいて定められた振替日に指定の口座から引落されることとなります。又この場合、当社が有する

契約者に対する債権を、クレジットカード会社等に譲渡することについて、契約者は同意したもの

とみなします。 

４ 第２項及び第３項にかかわらず、当社が特に認める場合には、契約者は、指定する金融機関等、

又は当社の電話サービス取扱所において、当社が定める期日までに支払っていただくことがありま

す。  

５ 契約者は、契約の申込を行う場合に、サービスの提供開始に先立って、契約に基づき支払うべ

き額の一部を、前もって、直接お支払いいただくか、他の料金回収代行手段を通じて、当社にお支

払いいただく場合があります。なお、お支払いいただいた金額は、解約に伴い一切の料金その他の

債務を精算した後、なお残額がある場合を除き、一切返還致しません。  

６ 料金の過払いが生じたときは、当社は原則、翌月の料金に充当します。  

２６ 契約者に関する情報  
契約者の氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等、職業、勤務先、生

年月日等個人の属性及び個人又は団体の特性に関する事項  

２ 契約の申込日、サービスの提供を開始又は解除した日（一時停止及び再開をした日を含みま

す。）、その他当社に請求した日に関する事項  

３ 契約内容に関する事項  

４ 利用料金等の請求額、利用料金等の滞納の事実及びその記録、請求先、支払方法、口座振替に

係る口座名義人及び口座番号、クレジットカード会社、クレジットカード番号その他の料金請求・

支払いに関する事項  

   
附則 
（実施期日） 
この約款は、平成１９年９月２１日に実施します。 
附則 
（実施期日）この改正規定は、平成２０年２月１日から実施します。 
附則 
（実施期日）この改正規定は、平成２０年３月２８日から実施します。 
附則 
（実施期日）この改正規定は、平成２０年４月１日から実施します。 
 


